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2030ロードマップの基本的な考え方について 

１ 2030ロードマップについて 

2030ロードマップは、将来像として掲げる「世界が憧れるまち“小田原”」の基本的な考

え方や先導的な取組などを 2030年に向けた工程表として示すものである。 

基本的な考え方は、「生活の質の向上」と「地域経済の好循環」の両輪に暮らしの土台と

なる「豊かな環境の継承」を加えた３つの柱を立て、公民連携とデジタル技術の活用をエン

ジンに推進していく。また、コロナ禍の状況も踏まえつつ、６つの先導領域として、「地域

医療体制」、「企業誘致」、「教育」、「環境・エネルギー」、「公民連携（若者・女性）」、「デジ

タルまちづくり」を想定し、2030年に向けた取組を具体に示していく。 

 

≪構成案≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 総合計画の取扱い 

第５次小田原市総合計画の計画期間を１年前倒し、令和４年度（2022年度）を初年度と

した新総合計画を、令和２年度（2020年度）に策定する 2030ロードマップを基にして令和

３年度（2021年度）に策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 

 

  

 

若手プロジェクトチーム 

有識者意見 

関係者調整 

ロードマップ 
を基に 

 

 

 

ロードマップの策定 

新総合計画の策定 
新総合計画のスタート 

市民に信頼され挑戦する市役所をつくる 

※ロードマップで新たに項目追加 

小田原市民の安心・安全生活 
向上プラン 

人口20 万人へ小田原市の 

活性化･経済好循環プラン 

公表 

【先導的な取組】 
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デジタル化によるまちづくりの推進について 

 

１ 背景 

（１）国 

  ・「デジタル・ガバメント実行計画」の実行 

    令和元年（2019 年）12 月に改定された「デジタル・ガバメント

実行計画」を実行することで、国、地方公共団体、民間事業者、国

民その他の者があらゆる活動においてデジタル技術の恩恵を受け、

安全で安心な暮らしや豊かさを実感できる社会を実現するため、デ

ジタルガバメントを推進し、行政の在り方をはじめ社会全体のデジ

タル化を推進する。 

  ・「スーパーシティ構想」の実現 

    令和２年（2020年）５月、「国家戦略特別区域法の一部を改正す

る法律案」、いわゆる「スーパーシティ法案」が国会で成立した。

同法は、政府が推進する「スーパーシティ構想」を実現するため、

ＡＩ（人工知能）やビッグデータなどの最先端の技術を活用して、

規制改革に取り組みながら複数の分野でスマート化の取組を同時

に暮らしに実装し、社会的課題の解決を図る生活実装実験を行うこ

とで、未来の暮らしを先行実現しようとするものである（別紙参照）。 

  ・「デジタル庁」設置の動き 

    省庁の枠を超えて、社会全体のデジタル化を推進することにより、

安全で安心な暮らしや豊かさを実感できる社会を実現するため、令

和３年（2021 年）秋の「デジタル庁」設置に向けて動き出してい

る。 

（２）小田原市 

  ・「小田原市ＩＣＴ推進プログラム」（令和２年度（2020 年度）から

令和４年度（2022年度）まで） 

    総合計画第５次実施計画の計画期間に位置付けた、ＩＣＴ技術を

活用する事業を集約している。 

 

２ 基本的な考え方 

本市はこれまで、デジタル化に関して行政内部を中心に取組を進めて

きた。今後は、未来に向けて市民の暮らしがより一層便利で快適なもの

となるよう、市を挙げて『デジタル化によるまちづくりの推進』に取り

組む。 
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３ デジタル化によるまちづくりの方針（素案） 

デジタル技術を最大限に活用し、持続可能で活力のあるまちづくりを

推進することで、豊かな未来社会を実現するため、「デジタル化による

まちづくりの方針」（素案）について整理・検討を進める（別紙参照）。 

  なお、具体的な取組内容・時期等については、今後策定する、デジタ

ル化の推進計画に位置付けることとする。 

 

４ 推進体制 

 本市のデジタル化に係る取組を着実に推進していくため、庁内の推進

体制として「小田原市デジタル化推進本部」を令和２年（2020 年）10

月 28日に設置するとともに、産学金官の推進体制として「（仮称）小田

原市デジタル化推進協議会」を立ち上げ、地域の各種団体・地域内外の

民間企業・大学等の研究機関や金融機関など、多様な主体との連携を図

る（別紙参照）。 

 

５ 今後の主な予定 

（１）令和２年度（2020年度） 

・専門的な知識を有する「デジタル・エグゼクティブ・アドバイザ

ー」を設置して、必要に応じて、デジタル化に関するアドバイス

を受ける。 

・「デジタル化によるまちづくりの方針」（素案）に関して、有識者

等からの意見を踏まえ、速やかに確定させるほか、今後のデジタ

ル化に関し、幅広い視点から意見を聴取する。 

・「（仮称）小田原市デジタル化推進協議会」のキックオフイベント

を令和３年（2021 年）１月に開催して、デジタル化の取組をＰＲ

する。 

（２）令和３年度（2021年度） 

・「デジタル化によるまちづくりの方針」を踏まえ、具体的なデジタ

ル化の推進計画を取りまとめる。 

 













  

 

     令和２年歳末火災特別警戒市長巡視について 

 

  小田原市消防団では、歳末火災特別警戒に際し、平成 27年（2015年）から令

和元年（2019 年）までは、歳末火災特別警戒初日に各分団が鴨宮運動広場等に

一堂に集結し、出陣式を実施してきましたが、令和２年（2020 年）より市長、

消防団長が各分団の指定する場所へ巡視を行う市長巡視に変更し、次のとおり

実施するものです。      

 

１ 実施日時 令和２年（2020年）12月 26日（土）27日（日） 

19時から 22時頃まで 

 

２ 実施場所 各分団が指定する場所（分団詰所等） 

 

３ 点検者  市長、消防団長、 

（随行者） 鳥海副市長、各副団長、消防長、副消防長、小田原消防署長 

 

４ 実施内容  

（１）人員報告（分団長⇒消防団長） 

（２）市長訓示 

 （３）消防団長訓示 

  

５ 巡視行程 

 12月 26日（土）19時 20分開始    12月 27日（日）19時開始 

第５分団（根府川） ３班詰所       女性分団（前川） 小田原消防署 

第４分団（早川） JA早川支店       第 16分団（鴨宮） 下府中集会施設 

第６分団（入生田） ふれあい公園       第 15分団（飯泉） １班詰所 

第７分団（板橋） 松永記念館       第 17分団（酒匂） 詰所 

第２分団（南町） 南町分署       第 22分団（小竹） JA下中集出荷場 

第１分団（浜町） 新玉小学校       第 18分団（田島） ４班詰所 

第３分団（東町） 詰所              第 19分団（千代） ２班詰所 

第８分団（寿町） 今井公民館       第 20分団（曽我光海） 下曽我駅西側 

第９分団（扇町） 足柄第１公園       第 21分団（鬼柳） ３班詰所 

第 11 分団（久野） １班詰所       第 14分団（栢山） 小田原百貨店駐車場 

第 10 分団（中町） 寺町公民館       第 12分団（堀之内） １班詰所 

                   第 13分団（北ノ窪） ２班詰所 
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